
－22－－22－

反
社
会
的
な
本
質
に
変
化
の
な
い
オ
ウ
ム
真
理
教

  

オ
ウ
ム
真
理
教
（
以
下
「
教
団
」
と
い
う
。）
は
、

平
成
一
七
年
末
こ
ろ
か
ら
、
麻
原
彰
晃
こ
と
松
本
智

津
夫
（
以
下
「
松
本
」
と
い
う
。）
の
影
響
力
の
払

拭し
ょ
くを

装
う
上
祐
史
浩
（
以
下
「
上
祐
」
と
い
う
。）

代
表
を
支
持
す
る
派
閥
と
、
松
本
へ
の
絶
対
的
帰
依

を
強
調
す
る
執
行
部
の
間
で
意
見
対
立
が
顕
在
化
し

て
い
ま
し
た
。
上
祐
は
、
一
九
年
三
月
、
信
者
六
四

人
と
共
に
、新
団
体
設
立
に
向
け
「
ア
ー
レ
フ
（
注
）

か
ら
脱
会
す
る
」
と
表
明
し
、
同
年
五
月
に
は
信
者

一
六
三
人
の
新
団
体
「
ひ
か
り
の
輪
」（
以
下
「
上

祐
派
」と
い
う
。）を
設
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

を
進
め
て
い
ま
す
。

  

一
方
、
上
祐
派
で
は
、
上
祐
が
松
本
と
の
決
別
を

強
調
し
て
い
ま
す
が
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
以
前
か

ら
の
信
者
が
多
数
を
占
め
、
ま
た
、
松
本
の
教
え
が

内
包
さ
れ
た
教
材
を
使
用
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
主
流
派
は
、
指
導
体
制
が
不
安
定
で
あ
る

も
の
の
、「
原
点
回
帰
」
路
線
を
一
層
進
め
、
上
祐

派
は
、
形
の
上
で
は
松
本
色
の
希
薄
化
に
努
め
る
も

の
と
み
ら
れ
ま
す
。

　
　
（
注
） 

元
年
に
宗
教
法
人
の
認
証
を
受
け
た
オ
ウ
ム
真

理
教
は
、
七
年
、
東
京
地
裁
の
宗
教
法
人
法
に
基
づ

く
解
散
命
令
が
出
さ
れ
た
後
も
宗
教
団
体
と
し
て
の

活
動
を
継
続
。
一
二
年
一
月
に
団
体
名
を「
ア
レ
フ
」

と
改
称
し
た
後
、
一
五
年
二
月
に
は
、「
ア
ー
レ
フ
」

と
再
度
改
称
し
ま
し
た
。

教
団
は
、
多
数
を
占
め
る
主
流
派
と
上
祐
派
に
分
裂

し
ま
し
た
。

　

主
流
派
で
は
、
野
田
成
人
正
悟
師
が
、
上
祐
の
脱

会
後
に
新
代
表
に
就
任
す
る
と
表
明
し
て
い
ま
し
た

が
、
同
派
幹
部
三
〇
数
人
で
構
成
さ
れ
る
「
合
同
会

議
」（
一
八
年
七
月
発
足
）
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
野

田
成
人
正
悟
師
、村
岡
達
子
正
悟
師
等
を
「
旧
役
員
」

と
し
て
執
行
部
か
ら
排
除
し
ま
し
た
。「
合
同
会
議
」

は
、
本
年
三
月
末
ま
で
に
規
約
改
正
等
、
組
織
運
営

の
枠
組
み
作
り
を
行
う
と
し
、
六
人
の
師
ク
ラ
ス
の

幹
部
か
ら
成
る
「
運
営
準
備
委
員
会
」
を
一
九
年
四

月
に
設
置
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
同
委
員
会
が
、

実
質
的
な
組
織
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
路

線
面
で
は
、
拠
点
施
設
内
で
、
①
松
本
が
唱
え
る
マ

ン
ト
ラ
を
流
す
、
②
松
本
の
説
法
を
収
録
し
た
ビ
デ

オ
テ
ー
プ
や
著
書
等
を
用
い
た
修
行
を
行
う
、
③
松

本
の
脳
波
を
信
者
の
脳
に
流
す
装
置
と
さ
れ
る
Ｐ
Ｓ

Ｉ
（
通
称
ヘ
ッ
ド
ギ
ア
）
や
松
本
の
写
真
を
保
管
し

て
い
る
、
④
集
中
セ
ミ
ナ
ー
で
、
松
本
へ
の
帰
依
を

誓
う
詞
章
を
信
者
に
繰
り
返
し
唱
え
さ
せ
る
な
ど
、

松
本
に
対
す
る
絶
対
的
帰
依
を
求
め
、「
原
点
回
帰
」

１ 

教
団
の
路
線
対
立
を
め
ぐ
る
動
向

上祐派の「ひかりの輪」設立等につ
いて報道する各紙
（毎日新聞、読売新聞、神奈川新聞）

「オウム真理教」の現勢
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教
団
で
は
、
一
五
都
道
府
県
に
二
九
か
所
の
拠
点

施
設
を
有
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
依
然
と
し
て
多
数

の
信
者
用
居
住
施
設
を
維
持
し
て
お
り
、
出
家
信
者

は
、
こ
れ
ら
施
設
に
居
住
し
、
閉
鎖
的
な
活
動
を
続

け
て
い
ま
す
。

　

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に

関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
教
団
に
義
務
付
け
ら
れ
た
報

告
に
よ
る
両
派
の
信
者
数
は
約
一
、〇
〇
〇
人
で
す

が
、
信
者
の
活
動
状
況
等
か
ら
、
教
団
の
信
者
数
は

約
一
、五
〇
〇
人
と
み
ら
れ
ま
す
。
信
者
が
従
前
の

一
、六
五
〇
人
か
ら
減
少
し
た
の
は
、
教
団
の
運
営

方
針
に
不
満
を
抱
い
た
り
、
教
団
の
前
途
を
悲
観
し

２ 
組
織
拡
大
に
向
け
た
動
向

た
信
者
の
脱
会
が
相
次
い
だ
り
し
た
こ
と
が
原
因
と

み
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
両
派
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
ヨ
ガ
サ
ー
ク
ル
の
活
動
等
を

通
じ
た
信
者
獲
得
を
図
り
、
組
織
拡
大
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

３ 

オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
す
る
諸
対
策
の
推
進

一  

特
別
手
配
被
疑
者
の
追
跡
捜
査
の
推
進

  

教
団
が
松
本
の
指
示
の
下
に
敢
行
し
た
地
下
鉄
サ

リ
ン
事
件
か
ら
一
二
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
警
察

は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
以
降
、
全
国
警
察
を
挙
げ

て
教
団
の
テ
ロ
事
件
等
に
対
す
る
捜
査
を
強
力
に
推

進
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
松
本
を
始
め
と
す
る
教
団
幹

部
及
び
信
者
合
わ
せ
て
五
〇
〇
人
以
上
を
検
挙
し
ま

し
た
。

  

し
か
し
、
警
察
庁
指
定
特
別
手
配
被
疑
者
で
あ
る

平
田
信
、
高
橋
克
也
及
び
菊
地
直
子
の
三
人
は
依
然

と
し
て
逃
走
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
警
察
は
、
三
人

の
発
見
検
挙
を
最
優
先
課
題
の
一
つ
と
し
、
広
く
国

民
か
ら
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
全
国
警
察
の
総
力
を

結
集
し
て
捜
査
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

二　

組
織
的
違
法
行
為
の
厳
正
な
取
締
り
の
推
進    

　

警
察
は
、
教
団
信
者
に
よ
る
組
織
的
違
法
行
為

に
対
す
る
厳
正
な
取
締
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
そ

の
結
果
、
一
九
年
は
、｢

失
業
等
給
付
金
詐
欺
事
件
」

（
六
月
、
大
阪
）
と
二
件
の
「
教
団
施
設
確
保
を
目

的
と
し
た
賃
借
権
詐
欺
事
件
」（
八
月
、
福
岡
、
九

月
、埼
玉
）
の
三
件
で
四
人
を
検
挙
す
る
と
と
も
に
、

五
都
府
県
延
べ
一
八
か
所
の
教
団
施
設
等
を
捜
索
し

て
、
パ
ソ
コ
ン
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
等
関
係
資
料
約

一
、八
五
〇
点
を
押
収
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
教

団
施
設
確
保
を
目
的
と
し
た
賃
借
権
詐
欺
事
件
」
で

は
、
教
団
名
を
伏
せ
た
上
、
用
途
を
偽
っ
て
物
件
を

借
り
上
げ
、
同
所
を
教
団
の
活
動
拠
点
と
し
て
使
用

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
教
団
の
欺
瞞
的

な
組
織
体
質
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

警
察
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
教
団
信
者
に
よ
る

組
織
的
違
法

行
為
に
対
す

る
厳
正
な
取

締
り
を
行
っ

て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま

す
。

オウム真理教関係特別手配被疑者
（年齢は平成19年11月現在）

オウム真理教施設の捜索状況




